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臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 
 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成24年2月下旬に開催予定の臨時株主総会（以下、

「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日の設定を決議いたしましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．本臨時株主総会招集のための基準日等について 

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平

成24年1月5日（木）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をも

って本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主とすることを決議し、以下

のとおり基準日に関する公告をすることといたしましたのでお知らせいたします。 

(１) 基準日 平成24年1月5日（木） 

(２) 公告日 平成23年12月22日（木） 

(３) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします） 

http://www.sakurada.co.jp/ 

   （４）本臨時株主総会開催予定日  平成24年2月下旬 

 

２．臨時株主総会の付議議案等について 

本臨時株主総会の日程、付議議案等の詳細につきましては、今後開催される取締役会におい

て決定次第お知らせいたします。 

  

以 上 

 


